
 

                                

米子市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」 

 

平成２９年１２月１１日  

米 子 市 農 業 委 員 会 

 

第１ 基本的な考え方 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）の

改正法が平成２８年４月１日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用

の最適化の推進」が重要な必須事務として、明確に位置づけられた。 

本市の農業は、土壌の分布状況から、おおまかに、弓浜半島の畑作地帯と南部、

箕蚊屋及び淀江地区の稲作地帯とに分かれる。  

弓浜半島の畑作地帯は、野菜等の生産地として発達し、白ねぎ、にんじん等の

生産が盛んに行われているが、ほ場一区画が小さく、基盤整備が進んでいないた

め規模拡大が難しく、高齢化による農業者の減少と担い手不足もあいまって､遊休

農地が増加している。担い手の確保と遊休農地の解消が課題である。  

なお、中海干拓事業で農地造成された彦名干拓地では、平成４年から分譲が始

まり、農業構造改善事業等による大型機械及び施設等の導入により、経営の近代

化がなされているが、近年、遊休農地が増加しつつある。  

南部、箕蚊屋及び淀江地区の水田地帯では、稲作の単一経営が多く、山沿いに

は、畑地、梨、柿、りんご等の樹園地が拓けている。水田の多くは基盤整備済み

であるが、複合経営があまり発達していないため、第２種兼業農家が多く、認定

農業者を中心とした担い手への農地の集積が進んでいる。一方、樹園地について

は、果樹栽培農家の高齢化に伴う廃園も増加してきている。 

以上のような観点から、地域の強みを活かしながら、活力ある農業・農村を築

くため、法第７条第１項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推

進委員」という）が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適

化」が一体的に進んでいくよう、米子市農業委員会の指針として、具体的な目標

と推進方法を以下のとおり定める。 

なお、この指針は、市長が定めた「第３次米子市総合計画（米子いきいきプラ

ン２０１６）（平成２８年３月決定）の基本計画期間(平成２８年度～平成３２年

度)に合わせて平成３２年を目標年とし、農業委員及び推進委員の改選期である３

年後に検証・見直しを行う。 

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会事務の実施状況等の公表

について」（平成２８年３月４日付け２７経営第２９３３号農林水産省経営局農地

政策課長通知）に基づく「目標及びその達成に向けた活動計画」のとおりとする。 

 

 



 

第２ 具体的な目標と推進方法 

１ 遊休農地の発生防止・解消について 

（１）遊休農地の解消目標 

管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積と農地法第３０条

第１項の規定による農地の利用状況調査（以下「利用状況調査」という。）により

把握した同法第３２条第１項第１号の遊休農地の合計面積とする。 

目標とする遊休農地面積は、利用状況調査により把握した農地法第３２条第１

項第１号又は第２号のいずれかに該当する農地の総面積とし、毎年２０ha の解消

を目標とする。 

 

 管内の農地面積 

(Ａ) 

遊休農地面積 

(Ｂ) 

遊休農地の割合 

(Ｂ／Ａ) 

現 状 

（平成２９年７月） 

 

３，１３４ha 

 

  １４４ha 

 

４．５９％ 

３年後の目標 

（平成３２年７月) 

  

３，０４４ha 

 

   ８４ha 

 

  ２．７６％ 

※１ 現状（平成２９年７月）の管内の農地面積（Ａ）は、耕地及び作付面積統

計における耕地面積（２，９９０ha）と遊休農地面積（１４４ha）の合計面

積とする。 

※２ 耕地及び作付面積統計における耕地面積は、毎年１０ha 減少するものとし

て試算した。 

 

（２） 遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

①  農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について 

農業委員及び推進委員は、管内を２２地区に分け、利用状況調査及び農地法第

３２条第１項の規定による利用意向調査（以下「利用状況調査」という。）の実施

について協議・検討し、調査の徹底を図る。 

それぞれの調査時期については、「農地法の運用について」（平成２１年１２月

１１日付け２１経営第４５３０号・２１農振第１５９８号農林水産省経営局長・

農村振興局長連盟通知）に基づき実施する。 

なお、従来から農地パトロールの中で行っていた、違反転用の発生防止・早期

発見等、農地の適正な利用の確認に関する現場活動については、利用状況調査の

時期にかかわらず、適時実施する。 

利用状況調査終了後、遊休農地所有者に利用意向調査を実施し、その調査結果

を踏まえて、農地法第３４条に基づく農地の利用関係の調整を行う。 

利用意向調査は郵送により行うが、提出期限を過ぎても回答がない者に対して

は、推進委員と農業委員が連携して、戸別訪問により、趣旨を説明して回答を求



 

める。 

利用状況調査及び利用意向調査の結果は、速やかに「農地情報公開システム（全

国農地ナビ）」に反映し、農地台帳の正確な記録の確保と公表の迅速化を図る。 

②  農地中間管理機構との連携について 

利用意向調査を実施する際に、農地中間管理事業の活用に関する資料を同封し、

農地中間管理事業の活用促進を図る。また、利用意向調査の結果を受け、農家の

意向を農地中間管理機構へ報告し、農地の利用集積・集約化に繫げる。 

③  非農地判断について 

利用状況調査と同時に実施する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」に

よって、Ｂ分類（再生利用が困難な農地）に区分された荒廃農地については、現

況に応じて速やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化する。 

 

２ 担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１）担い手への農地利用集積目標 

管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積とする。 

農地利用集積面積は、把握時点において担い手（認定農業者及び法施行規則第

１０条で定める者）へ利用集積されている農地の総面積とし、毎年５０ha の増加

を目標とする。 

 

 管内の農地面積 

(Ａ)   

農地利用集積面

積(Ｂ)  

集積率 

(Ｂ／Ａ) 

現 状 

（平成２９年７月） 

 

   ２，９９０ha 

 

５４９ha 

 

１８．４％ 

３年後の目標 

（平成３２年７月) 

 

   ２，９６０ha 

 

７００ha 

 

２３．６％ 

 

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

①  「人・農地プラン」の作成・見直しについて 

農業委員会は、地域ごとに人と農地の問題解決のため、「地域における農業者等

による協議の場」を通じて、認定農業者等を地域の中心となる経営体と位置付け、

それぞれの農業者の意思と地域の資源に照らした実現可能性のある「人・農地プ

ラン」の作成と見直しに積極的に関与するため、農業委員・推進委員の立場で参

画する。 

② 農地中間管理機構等との連携について 

農業委員会は、市、農地中間管理機構、農協等と連携し、（ア）農地中間管理機

構に貸付けを希望する復元可能な遊休農地、（イ）経営の廃止・縮小を希望する高

齢農家等の農地、（ウ）利用権の設定期間が満了する農地等について、農地中間管



 

理事業の活用を検討するなど、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチン

グを行う。 

また、農地中間管理機構に対し、必要な農地情報を提供するとともに、調整会

議へ参画する。 

③ 農地の利用調整と利用権設定等について 

管内の地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手へ農地利用の集積が進んでいる

地域では、担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用

権の再設定を推進する。また、農地の区画・形状が悪く、受け手が少ない又は受

け手がいない地域では、農地中間管理機構による簡易な基盤整備事業を始めとし

た各種基盤整備事業の活用の周知、呼びかけと併せて集落営農の組織化、法人化、

新規参入の受入れを推進するなど、地域に応じた取り組みを推進する。 

⑤ 情報の収集 

担い手に定期的に戸別訪問をするなどして、意思疎通を図り、規模拡大の意向

を把握するとともに、規模拡大に必要な農地をあっせんできるよう、農地所有者

の意向を適宜把握する。 

⑥  農地の所有者等を確知することができない農地の取扱い 

農地の所有者等を確知することができない農地については、公示手続を経て県

知事の裁定で利用権設定できる制度を活用し、農地の有効利用に努める。 

⑦  農地相談会の開催 

農業委員会は、市、農地中間管理機構、農協等と連携して、地区ごとに農地相

談会を開催し、農家の問題を解決するとともに、収集した農地の情報を認定農業

者や新規就農者へ提供して農地の流動化に努める。 

⑧ 農業委員会報の発行 

 年２回（４月・１０月）に発行する農業委員会報「よなご」を活用し、農地中

間管理事業や利用権設定促進事業の周知を図る。 

 

３ 新規参入の促進について 

（１） 新規参入の促進目標 

新規参入の促進は、毎年５経営体（個人・法人）の参入を目標とし、新規参入

者の経営面積は、１経営体当たり個人５０a、法人１００aを目標とする。 

 

（２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

① 関係機関との連携について 

  県農業委員会ネットワーク機構、農地中間管理機構、農協等と連携し、管内又

は近隣市町村の農地の借入れ意向のある認定農業者及び企業を含む新規参入希望

者を把握し、必要に応じて様々な相談に応じるとともに、農地のあっせんに努め

るなど積極的に支援する。 

② 新規就農の促進に関する情報提供について 



 

市、県、農地中間管理機構と連携し、Ｕターン・Ｉターンを含めた新規参入者

への呼びかけを図るとともに、助成制度等に関する情報提供をよなご市報及び農

業委員会報「よなご」等を活用して行う。 

③ 企業参入の推進について 

担い手が十分いない地域では、企業も地域の担い手になり得る存在であること

から、農地中間管理機構を活用して、積極的に企業の参入の推進を図る。 

④ 農業委員会のフォローアップ活動について 

農業委員及び推進委員は、新規参入者の地域の受入条件の整備を図り、後見人

的な役割を担うとともに、継続的な支援に努め、将来の担い手として育てる。 

農業委員及び推進委員は、地域の新規参入あるいは参入して数年の農業者や法

人を適宜訪問し、経営の状況や農地に関する要望等の情報収集とその情報に基づ

いたサポートを行う。 


